
 

 

伊勢崎市産業経済部所管施設ネーミングライツ事業募集要項 

（令和６年度第１回募集） 

この募集要項は、以下の市有施設に企業名や商品名等を冠した愛称を決定す

る権利（以下「命名権」という。）を付与される事業者等（以下「命名権者」と

いう。）に関する募集方法等を定めたものです。 

 

１ 対象施設※1 

（１）所在地及び希望金額 

番 号 施設名・所在地 希望金額(年額) ※2 備 考 

1 
伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ 

伊勢崎市西久保町二丁目８２番地１ 
３０万円以上  

※１ 施設の概要は、「12 ネーミングライツ対象施設調書」をご覧下さい。 

※２ 希望金額は、消費税及び地方消費税を除く金額です。希望金額未満で 

の応募も可能ですが、応募金額は、審査の際の評価対象です。 

  

（２）命名権付与期間 

始期は令和６年１０月１日、期間は３年以下とします。また、期間の始期及

び終期が会計年度途中となる場合、月割計算した額をその年度の命名権料とし

て算出します。なお、期間に１月未満の端数があるときは、その期間を１月と

して計算します。 

指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、命名権付与期

間を別に設定することができます。 

 

２ 募集概要 

（１）愛称使用に係る条件 

①催事により愛称の使用ができない場合は、条例上の施設名称を使用するこ

とがあります。また、愛称が定着するまで（おおむね１年程度）の間、条

例上の施設名称を併記することがあります。 

②利用者の混乱を避けるため、契約期間内の愛称変更は原則認められません。 

③公共の施設にふさわしいものであって、親しみやすさ、呼びやすさ等の視

点から市民の理解が得られるものとし、以下の内容を含まない愛称として

下さい。 

 (ア) 法令又は条例、規則等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの 

(イ) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれがあるもの 



 

 

(ウ) 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの 

(エ) 政治活動及び宗教活動に関するもの 

(オ) 意見広告、個人的宣伝、名刺広告その他これらに類するもの 

(カ) 美観風致を害するおそれがあるもの 

(キ) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの 

(ク) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの 

(ケ) 前各号に掲げるもののほか、市長が愛称として適当でないと認め 

るもの 

  ④以下、各施設の個別の条件を満たして下さい。 

１. 伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ 

・「赤堀」を残す。 

 

（２）施設等への愛称表示 

①募集する愛称は、一般的な呼称として用いられる名称をいい、条例上の施 

設名称を変更するものではありません。 

②愛称表示は、施設銘板や案内板等の付替（以下「表示変更」という。）、契

約締結後に作成するパンフレット、封筒等の市の印刷物や、市ホームペー

ジの変更を原則とします。ただし、市が作成する施設のパンフレットは、

既存の物を廃棄せず使用し、使い切った時点で愛称を反映したものを新

たに作成します。 

③屋外広告物条例の規制や施工範囲、実施時期及び内容（デザインや大きさ） 

等について、市と協議のうえ表示変更を行います。 

④表示変更に伴う工事は、命名権者が施工するものとします。また、工事は 

愛称使用期間開始以降（１０月１日以降）に着手できるものとします。 

⑤道路標識等の表示変更は、市や関係機関と協議のうえ変更可能な表示に 

ついて、命名権者が施工するものとします。 

  ⑥新規看板等の設置については、設置の可否も含め市や関係機関と協議の 

うえ決定し、命名権者が施工するものとします。 

  ⑦変更や新規設置した看板等の表示は、命名権者が契約期間満了までに 

原状回復を完了させるものとします。 

 

（３）愛称使用に伴う費用負担 

①命名権料は、命名権者が負担します。 

②敷地内外の表示（施設看板、道路標識等）の変更に係る費用は、命名権者 

が負担します。 

  ③契約期間満了（契約解除を含む。）に伴う原状回復費用は、命名権者が負 



 

 

担します。 

  ④契約締結後に作成する施設のパンフレット、封筒等の印刷物や、ホーム 

   ページの表示の変更に係る費用は、市又は指定管理者が負担します。 

 

３ 応募資格 

次に掲げる業種又は事業者等は、ネーミングライツ事業による契約の当事者

となることができません。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１ 

２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業その他これらに類似する業種 

（２）貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業 

（３）たばこ製造に関する業種 

（４）ギャンブル（本市が関連する公営ギャンブル及び宝くじは除く。）に関す

る業種 

（５）法律に定めのない医療類似行為を行う機関、施設等 

（６）占い及び運勢判断に関する業種 

（７）興信所、探偵事務所等 

（８）債権取立て、示談引受け等を業とするもの 

（９）本市又は他の地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されて 

いるもの 

（10）法令又は条例、規則等（以下「法令等」という。）に基づく必要な許可等 

を受けることなく業を行うもの 

（例）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に

基づく市長の許可を受けず、違法に廃棄物の処理を行うもの（不用品を

買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費、作

業代等を要求し、実質的に処理料金を徴収するものも該当する。） 

（11）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定による更生又は再生の手続中のもの 

（12）国税及び地方税について滞納があるもの 

（13）法令等に違反し、又は抵触するおそれがあるもの 

（14）行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの 

（15）前各号に掲げるもののほか、市長が命名権者として適当でないと判断し 

た業種又は事業者等 

 

４ 応募方法 

（１）募集期間 



 

 

令和６年４月１日（月）午前９時００分から 

令和６年５月３１日（金）午後５時００分まで（郵送の場合必着） 

 

（２）提出書類 

原則、以下のとおりとする。 

①申込書（様式第１号） 

②法人等の概要を記載した書類（任意様式） 

・会社案内などのパンフレット等 

③定款、寄附行為又はこれらに類する書類 

④法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

・登記義務がない場合、公的機関が発行した代表者等の所在がわかる書類 

⑤直近１事業年度分の決算報告書（貸借対照表及び損益計算書）、事業報告 

書又はこれらに類する書類 

⑥国税及び地方税に滞納がないことを証する書類（下記証明書を各１部） 

・市町村が発行する納税証明書（完納証明書）(市役所等で発行) 

・都道府県が発行する納税証明書（完納証明書）（行政県税事務所等） 

・国が発行する未納の税額がないことを証する納税証明書(税務署等） 

  法人については、納税証明書（その３の３） 

  法人以外については、納税証明書（その３の２） 

⑦誓約書（様式第２号） 

  ※提出書類について、ご不明な点がありましたら、ご連絡下さい。 

連絡先 伊勢崎市役所 産業経済部文化観光課 文化振興係 

電話番号 0270-27-2758 （直通） 

電子メール  kankou＠city.isesaki.lg.jp 

 

（３）提出部数 

正本１部、副本１部（副本はコピー可） 

※複数施設について応募する場合、（2）②～⑥についてはコピー可。 

（４）提出方法 

①希望する施設ごとに提出書類を作成の上、持参又は郵送により提出して 

下さい。 

提出先 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目 410 番地 

    伊勢崎市役所 産業経済部文化観光課 文化振興係 

（本庁舎北館２階） 

②持参する場合は、午前９時から午後５時の間（正午から午後１時まで、 

土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く。）に持参して下さい。 



 

 

③郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法により提出して下さい。 

 

（５）質問の受付 

①質問方法 

質問票（任意様式）により、電子メール又はファクシミリで下記まで提出

して下さい。質問の際には、法人名等・担当者名を明記した返信先を必ず

記載して下さい。 

提出先  伊勢崎市役所 産業経済部文化観光課 文化振興係 

電子メール  kankou＠city.isesaki.lg.jp 

ファクシミリ 0270-23-9800 

    

②質問受付期間 

令和６年４月１日（月）午前 9 時００分から 

令和６年５月１５日（水）午後５時００分まで 

③回答方法 

質問票による問合せは、電子メール又はファクシミリで回答いたします。 

※質問により、全ての申込者にお知らせすべき事項が新たに発生した場 

合は、質問した事業者等が特定できない形で随時ＨＰに掲載します。 

 

（６）留意事項 

①必要に応じて追加書類を求めることがあります。 

②提出された申込書等は、審査以外に無断で使用しないものとします。 

③提出された申込書等は、伊勢崎市産業経済部所管施設ネーミングライツ 

審査委員会（以下「審査会」という。）へ提示するほか、関係機関に意見 

を求める目的で必要な範囲に限定して複製することがあります。 

④提出された申込書等の変更、差替え、再提出及び返却には応じられません。 

⑤情報公開請求があった場合は、伊勢崎市情報公開条例に基づき公開する 

 ことがあります。 

⑥書類提出後、応募を辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出して下さい。 

⑦法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっている名称を使用 

して生じた責任は申込者が負うことになります。 

⑧申込者は同一の施設において複数の応募を行うことはできません。 

⑨応募に関し必要な費用は、申込者の負担となります。 

⑩市が提示する資料は、応募を行う目的以外に使用することはできません。 

 

５ 選定方法 



 

 

（１）審査 

審査会を設置し、応募のあった施設について、ネーミングライツ事業の契約

について市と優先的に交渉することができる事業者等（以下「優先交渉権者」

という。）の選定を行います。なお、審査会は、非公開で行います。 

 

（２）選定基準 

別に定める『伊勢崎市産業経済部所管施設ネーミングライツ事業優先交渉権

者審査基準』に基づき、優先交渉権者を審査会で選定します。 

なお、選定過程において申込者からのヒアリングを実施させていただく場合

がありますので、ヒアリングを行う場合は、日時、会場、留意事項等を後日案

内します。 

 

（３）失格事由 

次のいずれかに該当する場合は、失格となります。 

①提出書類に虚偽の記載をした場合 

②提出書類に不備がある場合 

③愛称使用に係る条件、応募資格に違反している場合 

④応募金額が、市の希望金額に対して 75 パーセントに満たない申込者 

⑤その他不正行為があった場合 

 

（４）選定結果の通知 

申込者全員に、選定結果を文書で通知します。 

 

（５）協議及び契約 

市は優先交渉権者と速やかにネーミングライツ事業の実施に関する協議を 

行い、協議が整った場合は契約を締結します。 

施設の管理運営を指定管理者が行っている場合は、ネーミングライツ事業 

に関し必要な事項について優先交渉権者と協議することがあります。 

なお、優先交渉権者と市との協議等が滞り、事業の履行が確実でないと市 

 が判断した場合は、優先交渉権者の決定を取り消すことがあり、次点の順位の

申込者とネーミングライツ事業の実施に関する協議を行うことがあります。 

 

６ 新名称（愛称）の周知 

市は新名称（愛称）周知のため、命名権者と契約を締結した後に、可能な限り

次の広報等を行います。 

①命名権者の企業名及び愛称等の決定について、ホームページ等で公表しま 



 

 

す。 

②市の各種広報印刷物やホームページ等において愛称を使用します。 

 

７ 命名権料の納入 

 命名権料は、原則として年度ごとに一括で納入していただきます。 

 

８ 契約の解除 

契約を締結した後に命名権者が次の事項に該当した場合は、市は契約を解除

することができるものとします。 

①指定する期日までに命名権料の納入がないとき。 

 ②命名権者が法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。 

 ③命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。 

④命名権者から契約の解除の申出があったとき。 

なお、契約を解除したときは、市は既に納入された命名権料については、契約

を解除された命名権者（以下、「解約者」という。）に返還しないものとし、原状

回復に要する費用は、解約者に負担していただきます。また、契約解除に伴う違

約金は、契約書の定めに従って協議を行った上で解約者に負担していただきま

す。さらに、解約日以降、解約者と契約を締結しない場合があります。 

 

９ 契約の更新 

命名権者（解約者は除く。）は、契約期間が満了する８ヵ月前までに、契約を

更新する意思表示をすることで、次回の当該施設等のネーミングライツ事業の

募集に際して、優先的に交渉することができるものとします。 

 

１０ その他 

① 本要項により難いと判断される事項の取扱いについて、別途協議等をさせて

いただくことがあります。 

② 募集期間中及び募集締切後であっても、応募の有無、他社の申請内容等の問

い合わせについては、お答えすることはできません。 

 

１１ スケジュール 

令和６年度第１回募集におけるスケジュールは、以下の通りを予定していま

す。 

〇令和６年度１回募集のスケジュール 

４月 
申込受付（2 か月） 

４月１日（月）から 

５月３１日（金）まで ５月 



 

 

６月 審査委員会・結果通知送付 

７月 契約協議 

８月 契約締結 

９月 広報による愛称使用開始の周知予定 

１０月 愛称使用開始 １０月１日（火）から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


